
 
１．基本条件 
（１）重量・高さ・電気・内容等、展示会の管理・運営を適切

に行うため、各小間の展示内容について記入した「展示
概要報告書」を提出していただきます。 

（２）下記のものにつきましては使用が出来ませんのでご了承
ください。（不明な場合はお問合せください） 
①裸火（炎や火花を発生させる施設、ニクロム線等の 

露出した電熱器、石油ストーブ、アルコールランプ 
等）の使用 

②石油液化ガス、高圧ガス等の可燃性ガスの持込み 
③危険物（サラダ油、食用油、アルコールを含む添加 

物、ガソリン、灯油、マシン油、重油、コンプレッ 
サーオイル等）の持込み 

④危険物品（核燃料物質、火薬類、可燃性液体･固体 
 類等）の持込 
⑤電気コンロ、カートリッジ式コンロ・ボンベの持ち 

込み 
⑥その他、危険と判断されるもの 
⑦会場全体の電気容量には限りがありますので使用電 

気容量に関しては調整させていただく場合が有りま 
すのでご了承ください。 
※原則１小間あたり、１００V（１５Ａ）を上限と 
しますが、動力電源が必要な場合には別途相談して 
ください。電力電源の配電方式に関しては、２００ 
Ｖの単相となります。３相交流のご利用を希望する 
場合はお問い合わせください。 

（３）出展物が本展示会の趣旨に合致しない場合には申込者に
対し、出展をお断わりする場合があります 

（４）出展者は、出展申込書等の記載内容を主催者がホームペ
ージ・広報物等に記載することに同意するものとします。 

（５）出展者は、以下のイからホまでのいずれにも該当しない
場合のみ出展することができるものとします。また、出
展申込受付後、以下のいずれかの条件を満たすことが明
らかになったとき、主催者は該当の出展者の出展を拒否
できるものとします。 

イ 役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する
法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴
力団員（以下この号において「暴力団員」という。）であ
ると認められるとき。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法
律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この号にお
いて同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している
と認められるとき。 
ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る
目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は
暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、
又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団
の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められ
るとき。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ 
き関係を有していると認められるとき。 
 

２．出展小間料の請求 
（１）出展料は、１小間のみの場合\10,000（税込）とし、2

小間目は\20,000（税込）が出展小間料の請求額とな
ります。 

（２）出展者は、出展小間料を同封する納付書の指定する期日
までに指定の金融機関窓口にて納付してください。 

（３）期日までに出展料のお支払いが確認できない場合、出展
のお申込みを取り消させていただくことがあります。 

 
３．出展申込みの取消 
（１）出展申込後の小間の取消し・変更は、原則として認めな

いものとします。 
（２）出展者のやむを得ない事情により出展をキャンセルする

場合、原則として出展料は返金しません。 
 
４．出展小間に関すること 
（１）小間位置に関しては、展示内容や会場内各エリアのゾー

ニング等を考慮して主催者事務局が決定いたします。 
（２）小間位置の決定後、展示効果向上のため、小間の再配置

をすることがありますので、予めご了承ください。 
（３）小間は第三者に転貸・売買・交換・譲渡することは出来

ません。また、出展者同士による交換も禁止いたします。 

 
 
（４）共同出展の場合、出展するすべての会社名等を主催者事

務局に事前に通知してください。 
（５）ストックスペースは有りませんので、小間内に保管をお

願いいたします。 
（６）小間内の装飾は各自で行ってください。椅子やテーブル

等の追加等は有料となります。その他不明な点はお問合
せください。 

 
５．出展物等の設置および撤去に関すること 
（１）出展者は、予め主催者事務局より通知された時間内に出

展物等の搬入・設置・搬出を行ってください。 
（２）出展者は、小間内の出展物等の設置を会期初日の指定の

時間までに完了させるものとします。 
（３）搬出時、出展者は小間内の出展物・装飾品等のすべてを

撤去してください。 
（４）撤去されない物については、出展者の費用により主催者

事務局が撤去いたします。 
 
６．展示場の使用に関すること 
（１） 実演・宣伝営業活動は、出展小間内で行ってください。 
（２）通路が狭い為、来場者の安全に考慮した展示を心がけて

ください。 
（３） 主催者事務局が、展示会運営上問題と判断した場合は、

制限・禁止・撤去をお願いすることがあります。 
（４）主催者は、（３）による該当出展者に生じた損害につい

て、一切の責任を負わないものとします。 
（５） 未承認医療用具等の展示に関しては、未承認品であり、

販売、授与できない旨を明示してください。 
 
７．主催者の管理と免責および損害賠償に関すること 
（１）主催者は、出展物の管理および保全について事故防止に

最善の注意を払うものとします。しかしながら万が一搬
入・会期・搬出時の間に出展製品の紛失・盗難等が発生
した場合でも、一切責任を負わないものとします。 

（２）主催者は、天災その他やむを得ない事情により生じた出
展者の損失または損害（盗難・紛失・火災、損害）につ
いて、一切の責任を負わないものとします。 

（３）出展者は、その従業員・関係者・代理人の不注意などに
よって生じた展示会場内およびその周辺の建造物、設備
に対するすべての損害について、ただちに賠償するもの
とします。 

（４）主催者はいかなる事由においても、出展者およびその雇
用者・関係者が展示小間を使用することにおいて生じた
人身および物品に対する障害および損害等に対し、一切
の責任を負わないものとします。 

 
８．展示会の中止 
（１） 主催者に起因しない事由により開催が妨害された場合、

主催者の判断により会期の変更または開催を中止する
ことがあります。 

（２） 主催者は、(１)により生じた損失または損害について、
一切の責任を負わないものとします。 

 
９．個人情報の取扱いについて 
（１）展示会実施に係る個人情報の取り扱いにあたっては、「個

人情報の保護に関する法律」およびその他の関係法令を
遵守いたします。 

（２）個人情報を収集する際は、その収集目的を明示し、目的
を達成するために必要な範囲内で行うことを明らかに
した上で、本人の意思による情報の提供を受けることを
原則とします。また、個人情報の収集目的を超えた事務
局内における利用および事務局以外の者への提供は、今
後の川口市自主事業に係る案内や川口市および関係団
体からの川口市の施設およびこれに関連する内容の案
内・照会等の場合を除き、一切いたしません。 

 
１０．アンケート及び調査のご協力について 
   展示会会期中及び会期後に本市のアンケート及び調

査・照会について、ご協力くださいますようお願い申し
上げます。 

 
１１．規則の遵守 

出展者は、主催者が定める展示会の実施に係る規約を遵
守することに同意するものとします。 
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